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令和２年度税制改正・予算に関する要望項目 

 

●税制改正関連要望項目 

 

１．自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

（１）一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税の旧暫定税率廃止 

（２）自動車税における営自格差見直し反対 

（３）自動車重量税の道路特定財源化 

 

 

２．特例措置の延長 

（１）物流総合効率化法に基づく特例措置の延長 

（２）少額資産即時償却の延長 

（３）地方拠点強化税制の延長 

 

 

３．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について 

固定資産税の軽減措置の適用 
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●予算関連要望項目 

 

１．高速道路料金の更なる引下げ 

（１）営業用トラックに係る割引制度、料金体系の設定 

（２）本四高速等における割引制度の拡充 

 

２．働き方改革実現のための諸対策に係る補助・助成の拡充 

 

３．道路の積極的な活用に向けた諸施策の実現 

（１）「重要物流道路」における機能強化の推進、高速道路ネットワークの整

備推進及びミッシングリンクの解消 

（２）安全対策の推進 

（３）高速道路のＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースの活用及び整備・ 

   拡充 

（４）渋滞対策の推進 

（５）ＥＴＣ２．０によるサービスの充実 

（６）ダブル連結トラックの本格展開、隊列走行・自動運転の推進等物流効率

化のための取組推進 

（７）高速道路と民間施設を直結する民間施設直結スマートＩＣ制度及び 

中継拠点の設置やＳＡ・ＰＡの活用による中継輸送の推進 

（８）冬期における道路交通の確保及び道路事情を勘案した料金の設定 

 

 

４．環境対策及び省エネ対策のための補助 

（１）石油石炭税の「地球温暖化対策のための課税の特例」に係る補助の継続 

（２）天然ガストラックの普及に係る補助 

 

５．交通安全対策のための補助 

（１）ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の導入に対する補助の拡充 

（２）デジタル式運行記録計、ドライブレコーダ等運行管理支援機器の導入に 

対する補助の継続及び拡充 

 

６．フェリー等利用に対する補助・助成制度の創設 

 

７．下関北九州道路の早期実現 
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税制改正関連要望事項 
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（１）一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税の旧暫定税率廃止 

○軽油引取税は、一般財源化により、道路整備目的という課税根拠が失われてお

り、本来国民が公平に負担すべきであるにもかかわらず、「当分の間税率」と名前

を変えて自動車ユーザーだけが負担を強いられている。一方、農業用、船舶用等

の軽油については課税が免除されており、「税負担の公平」の原則に著しく反して

いることから、少なくとも軽油引取税の旧暫定税率相当分を廃止されたい。 

    ○また、中東情勢の緊迫化などによる原油価格高騰に伴い軽油価格が高止まりの

状況にあることから、燃料価格高騰時の軽油引取税の課税停止措置（トリガー条

項）の凍結を解除されたい。 

 

（２）自動車税における営自格差見直し反対 

    営業用トラックは自家用と比較して約９倍もの高い輸送効率をあげており、また

災害時等における緊急物資輸送など公共輸送機関としての役割を大いに発揮してい

る中で、自動車税の営自格差を見直し、営業用トラックの負担を増大することは、

国民生活と経済のライフラインとしての機能を損ないかねないものであり、断固反

対である。 

 

（３）自動車重量税の道路特定財源化 

自動車重量税については、平成３１年度税制改正大綱において、「今後、エコカー

減税の適用期限の到来にあわせ、見直しを行うに当たっては、政策インセンティブ

機能の強化、実質的な税収中立の確保、原因者負担・受益者負担としての性格、市

場への配慮等の観点を踏まえる」とされており、自動車重量税について道路特定財

源としての位置づけを明確にし、「重要物流道路」に対する支援・投資、道路ネット

ワークの整備、ミッシングリンクの解消、ＳＡ・ＰＡ及び道の駅における駐車スペー

スの整備・拡充、渋滞対策等に充てられたい。 

 

 

 

 

 

１．自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 
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（１）物流総合効率化法に基づく特例措置の延長 

物流総合効率化法認定事業者が計画に基づき一定の要件を満たす特定流通業

務施設または附属機械設備を取得した場合に、以下の特例措置を受けられるが、

令和２年３月末で適用期限を迎えることから、今後も物流の効率化を促進するた

め、延長されたい。 

    ・営業倉庫用建物等・・法人税について５年間１０％の割増償却 

    ・営業倉庫・・・・・・固定資産税・都市計画税について５年間２分の１に軽減 

    ・附属機械設備・・・・固定資産税について５年間４分の３に軽減 

 

（２）少額資産即時償却の延長 

少額資産即時償却は、３０万円未満の減価償却資産を取得した場合に、全額

損金算入（即時償却）できる措置（損金算入額の上限は年間３００万円）である

が、令和２年３月末で適用期限を迎えることから、今後もトラック運送事業者の

負担を軽減するため、延長されたい。 

 

（３）地方拠点強化税制の延長 

地方拠点強化税制は、都道府県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画

の認定を受け、地方における本社機能の拡充を行う場合などに、設備投資減税、雇

用促進税制等の優遇措置が受けられる措置であるが、令和２年３月末で適用期限を

迎えることから、今後もトラック運送事業者の負担を軽減するため、延長されたい。 

 

 

 

 

○都道府県トラック協会は、営業用トラックによる緊急時の円滑な輸送を行うため、

災害対策基本法における地方指定機関の指定を受けるとともに、各地方自治体と救

援物資の輸送に係る協定を締結している。また、都道府県トラック協会はその円滑

な実施のため、地方自治体との合意の下、運輸事業振興助成交付金を活用し、防災・

災害対策関連施設等の設置・運営を行っている。 

○ついては、トラック協会が運営する防災・災害対策関連施設、設備については、

その公共的な役割に鑑み、固定資産税の軽減措置の適用を促進されたい。 

２．特例措置の延長 

３．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について 

  固定資産税の軽減措置の適用 
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予 算 関 連 要 望 事 項 
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日本の高速道路の利用率は１６％であり、欧米並みの３０％となった場合、死傷者や

渋滞、消費燃料が大きく減少するとされている。 

トラック輸送にとって、高速道路の利用は、ドライバーの拘束時間短縮等働き方改革

の実現、輸送時間の短縮及び定時性の確保等生産性の向上の実現に不可欠なものであり、

物流効率化の推進に欠かせないものである。また、厚生労働省・国土交通省が作成した、

働き方改革を推進するための「取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」に

おいても、長時間労働の改善に向けた対応のひとつとして、さらなる「高速道路の利用」

が掲げられ、会員事業者に対して普及・定着を図っているところであり、今後も積極的に

高速道路の利用促進を図りたいと考えている。 

ついては、高速道路網が産業発展の不可欠の基盤として形成されてきた背景を考慮し、

国民生活と経済のライフラインとしての機能を果たす営業用トラックについて高速道路

料金の負担を軽減されるよう、以下の措置を講じられたい。 

なお、財源確保の考え方としては、①国費の投入、②日本高速道路保有・債務返済機

構及びＮＥＸＣＯによる費用負担、③借入金利との金利差の活用、④償還期間の延長、

⑤高速道路用地費を国保有とすることによる債務削減等により対応されたい。 

 

（１）営業用トラックに係る割引制度、料金体系の設定 

  ①大口・多頻度割引５０％枠の堅持及び更なる割引の拡充 

    現行の大口・多頻度割引制度については、営業車である自動車運送事業者のＥＴ

Ｃ２．０搭載車を対象として令和２年３月末まで車両単位割引が１０％上乗せされ

ているが、今後もこれを堅持し、トラック輸送が国民生活と経済のライフラインと

しての機能を将来的にも維持するとともに働き方改革を推進するため、実質５０％

割引となるような更なる割引の拡充を図られたい。 

    また、コーポレートカード利用の平日朝夕割引について、深夜割引と同様、大口・

多頻度割引の対象とされたい。 

 

②長距離逓減制の割引の拡充 

    長距離輸送の効率化を図るため、長距離逓減制の割引（現在１００ｋｍ～２００ 

ｋｍまで２５％割引、２００ｋｍ超が３０％割引）について、拡充されたい。 

    また、一定の距離を超えた場合には、上限定額制の導入を図られたい。 

 

 

１．高速道路料金の更なる引下げ 
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③深夜割引の拡充 

交通量に余裕のある時間帯にトラックの利用の促進を図り、高速道走行による輸

送効率の改善及び一般道の交通安全・環境面の維持、増進を図るため、深夜割引に

ついては、現在３割の割引率を５割に拡大するとともに、労働環境の改善に資する

ため、現在午前０時～午前４時の適用時間帯について、労働基準法に規定されてい

る深夜時間帯の規定に合わせて午後１０時から午前５時までに拡大されたい。 

 

④渋滞対策等に資する料金・割引制度の設定 

    道路を賢く利用し、渋滞対策に資するため、ＥＴＣ２．０の機能やビッグデータ

を活用して、通行量の少ない高速道路の料金を割り引くことにより一般道や混雑す

る高速道路からの転換促進を図るなど、交通流動の最適化を目指す料金・割引制度

を設けられたい。 

 

 

（２）本四高速等における割引制度の拡充 

○本四高速については、高速道路株式会社法の附則において、「本四高速の経営

の安定性の確保が確実になった時などに、西日本高速との合併に必要な措置を講

ずるもの」とされている。このような状況の中で本四高速は黒字決算が続いてお

り、早期に合併に向けた措置を講じて、ＮＥＸＣＯと同様の割引制度を実現され

たい。 

①大口・多頻度割引５０％枠の設定。 

②深夜割引の導入。 

③ＮＥＸＣＯの走行距離と合算した長距離逓減制の割引を導入。 

④平日朝夕割引を中型車以上にも適用。 

また、大型車の料金について、平日の料金に比べて割高になっている土日祝日

の料金を引き下げられたい。 

 

○なお、首都高速、阪神高速及び名古屋高速・伊勢湾岸道路等の料金について、

更なる利用促進を図るため、ＮＥＸＣＯと同様の大口・多頻度割引を導入するな

ど、負担を軽減するとともに高速道路料金の均一性を図られたい。 
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○政府は「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を設置し、「自動

車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」を策定の上、８８の施策を実

施するなど、長時間労働の是正や生産性の向上に向けた環境整備を強力に推進してお

り、当協会においても「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラ

ン」を策定し、自動車運転業務の時間外労働に係る上限規制（年９６０時間以内）の

適用に向けて、諸対策を講じている。 

  ○働き方改革が実現し、さらに長時間労働の是正が促進されるよう、労働生産性の向

上や多様な人材の確保・育成等が図られる以下のような諸対策に係る補助・助成の拡

充を図られたい。 

   ・トラック予約受付システム 

   ・農産品輸送のパレット化 

   ・オープン型宅配ボックスの導入 

   ・ダブル連結トラック、スワップボディコンテナ車両の導入 

   ・女性が働きやすい環境整備に係る支援 

   ・大型免許取得等に係る職業訓練 

   ・職場定着支援及び時間外労働等改善         等 

 
 
 

 

 

（１）「重要物流道路」における機能強化の推進、高速道路ネットワークの整備推進 

及びミッシングリンクの解消 

    ○国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を指定する「重要物流道路」について、

平成３１年４月に供用中の道路の指定が行われた。「重要物流道路」については、

道路構造上支障のない区間における国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高）の特車

通行許可不要、構造基準（高さ）の引き上げ等の効果があるが、平常時・災害時

を問わない安定的な輸送を確保するため、引き続き機能強化及び重点支援を推進

されたい。 

○高速道路のミッシングリンクの解消は、慢性的な渋滞の緩和、震災発生時にお

ける防災ネットワークの機能、物流効率化による経済活動の活性化などにつながる

ものであることから、高速道路ネットワークを積極的に整備されたい。 

 

 

３．道路の積極的な活用に向けた諸施策の実現 

２．働き方改革実現のための諸対策に係る補助・助成の拡充 
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（２）安全対策の推進 

    高速道路の暫定２車線区間については、平成３１年度から財政投融資を活用して

４車線化等を実施することとされており、平成３１年３月に１６の候補箇所（８５

ｋｍ）が示されたが、暫定２車線区間における死亡事故率は４車線区間の２倍とな

っていることから、安全性を確保するため、さらなる４車線化を推進されたい。ま

た、暫定２車線区間における正面衝突事故防止対策としてのワイヤロープの設置を

より積極的に推進されたい。 

 

 （３）高速道路のＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースの活用及び整備・拡充 

  ○トラックドライバーは、改善基準告示など法令上の規制において、連続運転時

間や休息期間等が義務付けられており、これを遵守するためには高速道路及び一

般道において休憩する必要があるが、休憩スペースが不足していることから、そ

の確保が重要な課題となっている。特に、高速道路のＳＡ・ＰＡの駐車場は、夕

方から夜間にかけて、大型車の駐車スペースは満車状態で、ドライバーが十分休

憩することができない状況にある。 

○東名高速道路の旧豊橋本線料金所跡地が豊橋ＰＡとして駐車場が新設されると

ともに、トラック運送事業者向けの駐車場予約システムの社会実験が行われてい

るほか、大型車の駐車スペースについて、平成３１年度において３４箇所のＳＡ・

ＰＡ及び３８箇所の道の駅で増設されることとなっているが、法令遵守及びドライ

バーの労働環境改善のため、このような取り組みをはじめとしたＳＡ・ＰＡや道

の駅における駐車スペースの活用及び整備・拡充について、料金所跡地や廃道箇

所のさらなる活用も含め、早急に実施されたい。 

 

 （４）渋滞対策の推進 

    渋滞の発生は、輸送時間の短縮等高速道路の機能・効果を大きく損なうことから、

ＥＴＣ２．０のビッグデータの活用等によるピンポイント渋滞対策や主要幹線道路

の整備を推進されたい。また、トラック運送事業者など道路利用者の視点で渋滞箇

所を特定し、平成３１年度において全国４７箇所で渋滞対策が実施される予定であ

るが、引き続き渋滞対策を推進されたい。 

 

（５）ＥＴＣ２．０によるサービスの充実 

    ＥＴＣ２．０搭載車を対象に、現在、全国２０箇所の道の駅で実施されている高

速道路からの一時退出を可能とする措置について、対象の道の駅の拡充や現在１時

間までとなっている退出時間の拡大を図られたい。また、将来的に道の駅以外の物

流施設等にも本措置が活用できるよう検討されたい。このほか、平成３０年８月に

本格導入された車両運行管理支援サービスのさらなる充実を図られたい。 
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 （６）ダブル連結トラックの本格展開、隊列走行・自動運転の推進等物流効率化のため

の取組推進 

    ドライバー不足に対応し、物流効率化と生産性向上に資するため、ダブル連結ト

ラックの本格展開や令和２年（２０２０年）に新東名高速道路での実現を目指す隊

列走行・自動運転の推進を円滑に進めていくにあたり、新東名高速道路や新名神高

速道路の６車線化を推進するなど、実施環境の整備を図られたい。 

 

 （７）高速道路と民間施設を直結する民間施設直結スマートＩＣ制度及び中継拠点の設

置やＳＡ・ＰＡの活用による中継輸送の推進 

    生産性向上及び労働環境の改善に資するため、高速道路と物流施設等を直結する

民間施設直結スマートＩＣ制度の推進を図られたい。また、平成３０年９月に、中

継物流拠点「コネクトエリア浜松」が開業したが、このような中継拠点の設置やＳ

Ａ・ＰＡの活用による中継輸送の推進を図られたい。 

 

 （８）冬期における道路交通の確保及び道路事情を勘案した料金の設定 

    平成３０年５月に、国土交通省の冬期道路交通確保対策検討委員会において「大

雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ」がまとめられ、その後チェーン規制等が

導入された。トラック運送業界としてもチェーン等の装備を徹底し冬道を走行する

際の備えを万全にすることとしているが、冬期における道路交通が安全に確保され

るよう、除雪体制の強化、降雪や通行状況等の情報提供の工夫、通行止め時の車両

待機スペースの確保等を図られたい。 

    また、冬期において、大雪等の影響により速度規制が行われるなど通行に支障を

きたすことがあるが、このように輸送時間の短縮、定時性の確保など高速道路利用

の効果が十分に得られない場合には、これらの事情を勘案した料金制度とされたい。 

 

 

 

 

（１）石油石炭税の「地球温暖化対策のための課税の特例」に係る補助の継続 

    ○平成２４年度税制改正において、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税

の特例」が設けられ、石油石炭税の税率は２円４銭から段階的に引き上げられ、

平成２８年度に２円８０銭となったことに伴い、環境対応車、大型天然ガストラ

ック等の導入補助として約８０億円が措置され、平成２９年度～３１年度も同額

となった。 

○今後もトラック運送事業者が省エネルギー・低炭素化の推進を図るため、環境

対応車、大型天然ガストラック、車両動態管理システムの補助を内容とする事業

４．環境対策及び省エネ対策のための補助 
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を継続されたい。なお、補助事業の実施にあたっては、中小企業が大部分を占め

るトラック運送事業者が広く活用できるよう負担を軽減した、極力活用しやすい

制度とされたい。 

 

（２）天然ガストラックの普及に係る補助 

①天然ガストラックに対する補助の継続 

トラックなど中・重量車における石油代替燃料として唯一期待されている天然

ガスを燃料とするトラックの導入を促進するため、低公害車普及促進対策費補助

金について継続されたい。 

 

②天然ガス供給施設の設置に対する補助の創設 

天然ガスを供給するスタンドは平成２０年度の３４４か所をピークに減少傾向

にあり、天然ガストラックの普及の大きな妨げになっている。さらに、平成２４

年度に政府はクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金制度を廃止した

ことから、費用負担の大きい天然ガススタンドへの投資を行う事業者が減少して

いる。天然ガススタンドがほとんどない地域の解消を図り、天然ガストラックの

安定的な利用と更なる普及拡大に不可欠な、天然ガス供給設備設置及びスタンド

運営費に対する補助・助成を創設されたい。 

 

 

 

（１）ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器の導入に対する補助の拡充 

国土交通省が推進する「事業用自動車総合安全プラン２０２０」の人身事故件数

及び死者数の目標値を達成するためには、衝突被害軽減ブレーキをはじめとしたＡ

ＳＶ（先進安全自動車）関連機器の積極的な普及・拡大は不可欠であり、これらＡ

ＳＶ関連機器の導入に対する補助について継続及び増額されたい。 

また、車両周辺及び後方の間接視界の改善に資する安全運転支援装置の導入に対

する補助を実施されたい。 

 

（２）デジタル式運行記録計、ドライブレコーダ等運行管理支援機器の導入に対する補

助の継続及び拡充 

デジタル式運行記録計やドライブレコーダは、トラック運送事業者における効率

的な運行管理を支援するとともに、事故防止対策としても非常に有効であるため、こ

れらの運行管理支援機器の導入に対する補助について継続及び拡充されたい。 

 

５．交通安全対策のための補助 
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○長時間労働を抑制し、労働環境の改善のため、フェリー等利用が促進されるよう、

フェリー等利用に対する補助・助成制度を創設されたい。 

  ○特に、北海道から本州へのトラック輸送は、フェリー等を利用せざるを得ないが、

本州のトラック運送事業者は、高速道路料金の各種割引等を受けていることから、高速

道路料金の引下げに相当する補助・助成制度を創設されたい。 

 

 

 

 

○関門地域は本州と九州の結節点として交通の要衝であり、現在本州と九州を結ぶ道

路として関門トンネル（昭和３３年開通）と関門橋（昭和４８年開通）があるが、い

ずれも老朽化が進み、補修工事等による渋滞や通行止めが度々発生している。また、

関門橋においては、車両総重量４４ｔ超、車両長２１ｍ超の特殊車両通行許可が得ら

れない状況になっている。 

  ○このような状況を改善し関門地域における円滑な物流を確保するとともに、大規模

災害時における代替機能を確保するため、下関北九州道路を早期に実現されたい。 

６．フェリー等利用に対する補助・助成制度の創設 

７．下関北九州道路の早期実現 


